
議案第3 9号

伝染病予防委員の手当支給に関する条例の廃止について

次のとおり伝染病予防委員の手当支給に関する条例を廃止することについて､

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の

議決を求める｡

平成7年3月10日

三朝町長　　　安　　　田　　　真　一　郎

平　成7牢つ弓22日　原奪可決

三朝町議各課蕊西村克て寮最

三朝町条例第　　号

伝巣病予防委員の手当支給に関する条例を廃止する条例

伝染病予防委員の手当支給に関する条例(昭和3 1年条例第2 2号)は､廃止

する｡

附　則

この条例は､公布の日から施行する｡

1し_


